
健康・医療新産業創出に向けた「アクションプラン 2021」（案）に対するコメント 

令和３年 6 月 9 日 

一般社団法人健康食品産業協議会 橋本正史 

アクションプラン 2021 暫定版に記載されている個々の内容につきましては、特に異論はありません。

その中で気付いた点を一点申し上げたいと存じます。 

「４－１」において、記載されている取組みを着実に推進することが先ずは重要ですが、その成果を

必ずしも全てのヘルスケア事業者が享受できる訳ではないと思われますので、ヘルスケア事業全

体を効率的に活性化するためには、個々の事業者がインセンティブと感じられる施策が並行して

行われることが有効であると思われます。 

例を２つ上げさせていただきます。 

① 個々の事業者が持っている既存の製品やサービスの力試しを、実際の市場で多大な負担を

伴わずに行えるような仕掛けの設定。例えば、有効性や安全性の科学的根拠について一定の

コンセンサスが得られた製品やサービスについて、パイロット的な実証実験を地域限定で行う

フィールドを設定し、そこで価値が確認できたものは広く流通できるようにする(規制の見直しも

含め)仕組み。従来も規制改革関連で類似の仕組みがありましたが、それを使う負担がかなり

重いと耳にしており、低負荷化が必要と推察されます。添付資料のように既に眼科の領域で加

齢黄斑変性の治療指針の中に前駆病変のステージでサプリメントの活用について推進されて

いる事例も存在しています。こうした場合、保険適用までいかなくても患者の経済的負担が少

しでも軽減出来るインセンティブを検討すべきではないでしょうか。 

②「５.」や「６.」の随所にちりばめられているインセンティブ的な要素を取り纏めて「ヘルスケアサー

ビス事業者の事業展開高度化支援」等の名目で見える化し、そのトライアルに対する参加をオー

プンに募る仕組み。 

以上のような取組みを実際に行うと、初期の段階で色々な問題点が出てくると思われますが、その

回避のために仕組みを当初から厳格化し過ぎると、ハードルが高くなり過ぎて参加者が集まらず、

イノベーションが生まれ難くなることが想定されます。先ずはラフなルールでスタートし、順次改善

するやり方が適当と思われます。 

以上、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。必ずしも今年度でなくとも、長い目で見て徐々にこ

のような要素が取り入れられれば良いと思っております。 

添付資料：加齢黄斑変性治療指針 
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